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公益社団法人 大分県不動産鑑定士協会では、不動産鑑定評価制度に関する社会一般の

理解と信頼性をより一層高め、県民からの不動産に関するあらゆる相談に適切に対処する

ため、毎年 2回、4月（不動産鑑定評価の日）と 10月（土地月間）に、県内の各市役所な

どで、不動産に関する無料相談会を行っている。 

本活動報告は、令和 8年 4月に施した無料相談会における相談内容等を整理・分析した

ものである。 

 

 

１．無料相談会の概要 

 

開催地 開催日 時 間 開催会場名 

大分市 令和 8年 4月 1日(火) 10:00～16:00 
J:COMホルトホール大分 

エントランスホール 

別府市 令和 8年 4月 1日(火) 13:30～16:00 
別府市役所 

1階総合案横 

日田市 令和 8年 4月 1日(火) 13:30～16:00 
日田市役所 

１階ロビー 

 

 

２．相談者数及び相談内容の推移 

① 相談者数 
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今回の相談者数は、大分市 13名、その他会場 17名、合計 30名であった。前回

10月に開催した無料相談会の相談者数（大分市 12名、その他の会場 9名、合計 21

名）に比べ、大分市が 1名増加、その他の会場が 8名増加となり、合計で 9名減少

となった。 

相談者数の増減は、相談会の開催地や会場、広報の方法、さらにはその日の天候

にも左右されるため、必ずしも不動産市場の盛衰や不動産取引への関心の高まりな

どを敏感に反映しているものでない。なお、今回の天気はいずれの会場も雨であっ

たが、天候が外出におけるマイナス要素とはならなかったようである。 

また、大分市については、会場を前回 10月と同じ J:COMホルトホール大分のエ

ントランスホールで開催し、駅に近く相談し易い環境を整えたことで前回並みの来

場者となった。また、その他の会場は、今回が別府市・日田市で、前回の中津市・

佐伯市といずれも異なるが、前回 10月に比べ 8名の来場者増となった。 

大分市に関しては、以前、大分市役所１階玄関口で相談会を開催していた頃は、

市役所に他の用事がある人が相談に来るケースもあったが、今回、通行人が看板な

どを見て来場したケースは 2件、それ以外の相談者は新聞等で事前に開催を知った

人であった。大分市の集客については、最も人通りが多い大分駅の至近に存する会

場のメリットが生かされておらず、駅構内における看板の設置や広告の掲載等も一

考すべきである。 

また、その他の会場も大分市と同様、新聞、市報や看板、チラシをきっかけとす

る来場であった。 

周知方法としては、依然として、大分合同新聞などの地元地方紙や市報等の市町

村広報紙の効果が大きいことが窺われる。タイミングや各市町村の方針などによっ

ては市町村広報紙の掲載がかなわないこともあるが、できる限り今後も市町村広報

紙に掲載してもらえるよう努力すべきである。 

  



- 3 - 

 

② 相談内容の推移 

相談内容の内訳は以下のとおりとなった。 

 

今回の相談内容について見ると、不動産鑑定士の本業的な相談内容とも言える

「価格」に関する相談が全体のおよそ 4割にどどまり、カテゴライズしにくい多岐

にわたる相談内容が多かった点が特徴的であった。 

 

３．個別相談案件の検討 

今回の無料相談会では、大分市とその他の市で、相談内容に明確な傾向の違いが

見られた。 

【大分市における相談内容の傾向】 

大分市では、相談内容の半数が「価格」に関するものであった。自宅等の不動産

の評価に関する「水準」についての相談のほか、相続や売却を前提とした価格水準

の確認など実務的な質問が多く寄せられた。 

「賃貸借」に関しては、固定資産税の上昇に伴って検討している地代の更新につ

いての具体的な考え方の相談が寄せられた。 

総じて、大分市では「価格」を軸としつつも、相続や登記など法務的要素と、賃

貸実務に関する日常的な疑問が交錯する、生活密着型の相談が多かった点が特徴で

ある。 

ところで、相談会では税務に関する相談がつきものであるが、不動産鑑定士であ

る本職が、たとえ無報酬であっても税務相談に応じることは税理士法に抵触する可

能性がある旨を丁寧にご説明し、個別の税務判断については回答を差し控えた。む

ろん、（個別具体的なものでなく）一般的な税務知識の次元であれば回答することに

問題はないであろう。 
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【その他の市における相談内容の傾向】 

一方、その他の市における相談は、相続に関連する形で価格や税務に関するもの

のほか、登記、相隣関係等、多様な相談が寄せられた。 

 

【所感】 

今回の相談会を通じて実感したのは、相談者が抱える不動産に関する悩みの多く

が、不動産鑑定そのものにとどまらず、登記・税務・相続・賃貸借などの「周辺業

務」に深く関わっているという事実である。不動産鑑定士が直接関与できる範囲は

限定されているものの、相談者の立場から見れば、そうした線引きは意味をなさな

いことが多く、あくまで「不動産の専門家」として総合的な見立てを求められる場

面が多かった。 

たとえば、価格の評価が必要な背景に、相続登記や贈与税申告があったりと、各

分野は密接に絡み合っている。こうした複合的課題に対応するためには、不動産鑑

定士としての中立性と専門性を維持しつつ、隣接士業との連携の在り方を常に意識

する必要がある。 

また、鑑定評価が直接の目的でなくとも、「合理的な意思決定に必要な情報を提供

する」という点では、不動産鑑定士が果たすべき役割は大きい。鑑定士が提供でき

る知見や視点を、隣接業務の現場に活かすことができれば、相談者にとっても大き

な安心材料となる。 

今後、不動産鑑定士は「価格算定の専門家」にとどまらず、「不動産を起点とした

問題解決の起点役」としての自覚を持つべきであろう。そのためには、周辺隣接業

務との知識的接点を意識し、必要に応じて士業間連携のハブとなるような姿勢で相

談対応に臨むことが、専門家としての信頼を築く第一歩であると考える。 

ともあれ、不動産鑑定士が多様な相談ニーズに対応するためには、税務・相続・

登記・建築・賃貸借等の周辺知識を広く習得し、全体像を把握した上で、他士業と

の連携体制を構築しておくことが重要である。また、相談者の不安に寄り添うため

の傾聴力や説明力といったコミュニケーション能力も不可欠である。 

一方、回答においては、税務判断や法的解釈など不動産鑑定士の職域を逸脱する

内容については明確に一線を引き、一般論の紹介や制度の概要にとどめ、必要に応

じて他の専門家につなぐ姿勢が求められる。不動産鑑定士は、鑑定評価の専門家で

あると同時に、不動産に関する課題解決の案内人としての役割を果たすことが期待

されていると考える。 

以上
 


